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▶インフルエンザの予防接種はお済ですか？

▶インフルエンザ予防接種助成事業をご利用ください！

インフルエンザの流行は
１１月から始まり

１月末から３月上旬に
ピークを迎えます

インフルエンザ
予防接種

どこの医療機関に
行こうかな…

問

～インフルエンザワクチンの接種は、発症の低減や重症化防止に効果的！～

インフルエンザの流行はいつから？

助成限度額 一人につき１回３，５００円

接種方法

　９月中に郵送した『インフルエンザ予防

接種予診票』に必要事項を記入し、接種当

日に医療機関窓口に提出してください。

注意①：医療機関によっては、予約が必要

　　　　な場合があります。かかりつけ医

　　　　などに問い合わせください。

注意②：健康保険証や診察券の提示を求め

　　　　られる場合がありますので、持参

　　　　ください。

インフルエンザワクチンはいつ接種したらいいの？

　予防接種後２週間程度で免疫を獲得できるため、流行に備えて１０月から１２月中旬

まで終えることが望ましいとされています。例年、ワクチンの供給不足も懸念される

ため、早めの接種をお勧めします。

　にかほ市では、年齢を問わずすべての市民にインフルエンザ予防

接種の接種料金を次のとおり助成していますのでご利用ください。

※生後６カ月から小学生は２回助成

シーズン
流行入り

平成２８年（２０１６）

１１月１４日

平成２９年（２０１７）

１１月２０日

平成３０年（２０１８）

１２月３日

令和元年（２０１９）

１１月４日

　新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経営環境に直面している中小企業者・小規模事業者に対して、

令和３年度分の償却資産と事業用家屋に係る固定資産税を軽減します。　
※土地や居住用の家屋については軽減措置の対象外です。

　軽減措置を受ける要件として、以下の①と②の

両方を満たしている必要があります。

①次に該当する中小企業者・小規模事業者である

　こと
※資本金の額または出資金の額が１億円以下の法人

※資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従

　業員の数が１，０００人以下の法人

※常時使用する従業員が１，０００人以下の個人

②令和２年２月から１０月までの任意の連続する

　３カ月間の事業収入が、前年の同期間と比べて

３０％以上減少していること

問

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している
中小企業者・小規模事業者に対する令和３年度固定資産税の軽減措置

税務課　資産税班☎４３－７５０５

《対象となる事業者等》
　認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告

書（原本）に加えて、同機関に提出した書類と同

じもの（コピー可）を提出してください。
※税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持

　つ者に対し、国が認定する公的な支援機関です。具体的

　には、商工会など中小企業支援者のほか、銀行、信用金

　庫等の金融機関、税理士、公認会計士等が主な認定経営

　革新等支援機関として認定されています。

《申告の方法と提出書類》

▷申告書（事業収入割合、特例対象資産一覧、中

　小企業者等であることの誓約など）
※認定経営革新等支援機関等の確認印が押印されたもの

▷認定経営革新等支援機関等に認定を受けるため

　に添付した書類一式

　・収入減を証明する書類（会計帳簿など）

　・特例対象資産家屋の事業割合を示す書類
※申告書の様式については、市ＨＰからダウンロードが可

　能なほか、税務課窓口にも備え付けてあります。

※償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる

　償却資産の申告をもって特例対象資産一覧を提出したこ

　とになります。

《全ての事業者から提出が必要な書類》

令和３年１月４日㈪

　　　　　～２月１日㈪

《申告期間》（予定）

事業収入の
対前年同期比減少率

３０％以上５０％未満
減少している場合

５０％以上
減少している場合

固定資産税の
課税標準を軽減する割合

２分の１

全額

◆対 　 象　にかほ市に居住する方

◆応募方法　総務課、金浦市民サービスセン

　　　　　　ター、市民課市民サービス班に

　　　　　　備え付けの指定用紙により応募

◆応募期限 １１月１０日㈫ １７：００まで

◆採用方法 ◇１次…書類選考（選考後、面接日を連絡）

　　　　 ◇２次…面接（担当課で実施）

　　 職種
申告準備・
受付事務補助
申告準備・受付
補助等一般事務

学校給食調理員

№

①

②

③

人数

３人

２人

１人

　 勤務地（担当課）
象潟・金浦・仁賀保庁舎　各１人
（税務課☎４３-７５０５）
象潟庁舎
（税務課☎４３-７５０５）
学校給食共同調理場
（学校教育課☎３８-２２６６）

　 報酬
６，０１７円～
 （日額）
６，０１７円～
 （日額）
６，０１７円～
 （日額）

勤務形態
週５日程度

（８：３０～１６：１５）
週３日程度

（８：３０～１６：１５）
週５日程度

（８：００～１５：３０）

雇用期間　　
　令和３年１月１５日

３月１５日
　令和３年１月１５日

３月１５日
１２月 １日

令和３年３月３１日

保険

雇用

雇用

社保
雇用

　 応募条件
パソコン操作ができる者
（ワード・エクセル）
パソコン操作ができる者
（ワード・エクセル）

特になし

にかほ市会計年度任用職員募集
総務課　人事秘書班☎４３－７５０７問

※


